
指名競争入札参加資格審査申請事業者（令和４、５年受付分）の男女共同参画推進状況報告結果

◇　調査実施時期　　令和４年１月15日～令和４年２月15日

◇　調査票の回収　　全事業者(1,176事業者）から回収しています。

登録事業者実数　　 1,176

うち町内事業者実数 71

登録事業者延数 1,444

◇　調査の目的　 　　指名競争入札参加資格審査を希望する事業者に、男女共同参画に関する調査を行うことにより啓発を行うものです。
　　　　　　　　　　　　　 また、現状や課題を把握し、今後の男女共同参画社会の推進に反映させようとするものです。

（注） 「町内」の割合データは、調査票を
提出した町内71事業者中の割合であり、
町内事業者全体に占める割合ではありま
せん。
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◇　社員の男女別雇用状況

項　　目 男性 女性 女性の割合

全体 243,537 56,760 18.9%

町内 522 101 16.2%

全体 39,862 64,046 61.6%

町内 51 77 60.2%

全体 67,219 5,493 7.6%

町内 136 36 20.9%

全体 10,856 4,776 30.6%

町内 37 8 17.8%

◇　育児休業・介護休業・看護休暇の取得者数

項　　目 女性 男性

育児休業 全体 2,455 811

町内 3 0

介護休業 全体 116 159

町内 1 2

子の看護休暇 全体 1,276 741

町内 0 0

正規社員

非正規社員

管理職

新規採用社員

育児休業取得者は圧倒的に女性が多い（女性 75％、男性

25％）ようですが、全体をみると各項目の男性の取得者数が昨

年に比べ増加しています。

町内事業者においても、育児休業、介護休業、看護休暇が

取得できる環境整備が進むことを期待しています。

81.1%

83.8%

38.4%

39.8%

92.4%

79.1%

69.4%

82.2%

18.9%

16.2%

61.6%

60.2%

7.6%

20.9%

30.6%

17.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

町内

全体

町内

全体

町内

全体

町内

正
規

社
員

非
正

規
社

員
管

理
職

新
規

採
用

職
員

社員の男女別雇用状況
男性

女性

正規社員、管理職、新規採用職員の割合は、全体・町内ともに男

性の方が多くなっています。

特に、管理職の全体の割合をみると、ほとんどが男性であり、女性

の管理職は少ない状況にあることがわかります。

非正規社員は、全体・町内ともに女性の方が多くなる状況が続いて

いますが、過去３年間で男性の非正規社員の割合も増加しています。



◇　男女が働きやすい職場環境について

はい いいえ 無回答
はいと答えた
事業者の割合

全体 596 0 580 50.7%

町内 33 0 38 46.5%

全体 1,042 0 134 88.6%

町内 53 0 18 74.6%

全体 1,031 0 145 87.7%

町内 55 0 16 77.5%

全体 793 0 383 67.4%

町内 41 0 30 57.7%

項　　　　　目

性別で仕事内容を分担している

女性も男性と同じように研修の機会がある

昇進・昇給にあたっては、男女の性別にかかわらず、成果
や能力で評価している

研修や社内報等で、男女平等や男女が共に働きやすい環
境づくりについて取り上げている
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女性も男性と同じように研修の機会がある

昇進・昇給にあたっては、男女の性別にかかわらず、成果や

能力で評価している

研修や社内報等で、男女平等や男女が共に働きやすい環境

づくりについて取り上げている

【男女が働きやすい職場環境についての設問に「はい」と答

えた事業者の割合】
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◇　「仕事と育児・介護との両立」に関する取り組みについて

　就業規則について（就業規則に明記しているかどうか）

項　　　目 はい
いいえ

・無回答
はいと答えた
事業者の割合

全体 943 233 80.2%

町内 37 34 52.1%

全体 894 282 76.0%

町内 36 35 50.7%

全体 802 374 68.2%

町内 26 45 36.6%

育児休業制度

介護休業制度

子の看護休暇
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「仕事と育児・介護との両立」に関する取り組みについて

就業規則に明記している事業者の割合
全体

町内

全体の割合をみると、各項目とも50％を超えており、

とくに育児休業制度は昨年より約20％増えています。

町内事業者も、各項目において昨年より増えていま

す。今後も積極的に就業規則に明記してほしいもの

です。



◇　両立を容易にするために講じている措置について

している していない 無回答
していると答えた
事業者の割合

全体 825 0 351 70.2%

町内 25 0 46 35.2%

全体 386 0 790 32.8%

町内 11 0 60 15.5%

全体 655 0 521 55.7%

町内 17 0 54 23.9%

全体 758 0 418 64.5%

町内 30 0 41 42.3%

全体 794 0 382 67.5%

町内 32 0 39 45.1%

全体 79 0 1,097 6.7%

町内 1 0 70 1.4%

全体 858 0 318 73.0%

町内 29 0 42 40.8%

全体 836 0 340 71.1%

町内 33 0 38 46.5%

全体 694 0 482 59.0%

町内 19 0 52 26.8%

全体 479 0 697 40.7%

町内 15 0 56 21.1%

全体 172 0 1004 14.6%

町内 5 0 66 7.0%

始業・終業時刻の繰り上げ・
繰り下げ

項　　目

短時間勤務

フレックスタイム

所定外労働の免除

深夜業の制限

事業所内託児施設の
設置

子の看護休暇

親の介護休暇

社員の配置や転勤等
の配慮

ノー残業デー

職業家庭両立推進者
の選任

70.2%

32.8%

55.7%

64.5%

67.5%

6.7%

73.0%
71.1%

59.0%

40.7%

14.6%

35.2%

15.5%

23.9%

42.3%

45.1%

1.4%

40.8%

46.5%

26.8%

21.1%

7.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

両立を容易にするために講じている措置
全体

町内

全体の割合をみると、仕事と育児・介護の両立を容易にす

るために講じられている措置で一番多かったのは、「子の

看護休暇」「親の介護休暇」でした。

この他にも「短時間勤務」、「深夜業の制限」などの割合が

高く、多くの事業者が講じているようです。



◇　両立を支援するための取組について

項　目 事業者数 割合

全体 322 23.7%

町内 2 2.7%

全体 432 31.8%

町内 23 30.7%

全体 497 36.6%

町内 34 45.3%

全体 108 7.9%

町内 16 21.3%

「次世代育成支援
対策推進法」によ
る行動計画を策定

「子育て応援宣
言」に登録 該当しない 無回答 合計

次世代育成支援対策推進法　（次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される社会づくりを目的とした法律）により、常時雇用する従業員が１００人を超える事業主は、

「一般事業主行動計画」の策定及び届出をするよう定められています。 

※　法改正により、平成２３年４月１日から従業員１０１人以上３００人以下の事業主も、計画の策定及び届出が義務となりました。

※　従業員数１００人以下の事業主は、努力義務になります。

　　

「次世代育成支援対
策推進法」による行動

計画を策定

「子育て応援宣
言」に登録

該当なし

147

無回答

従業員数301人以
上の事業所

125 58 25 8 216

従業員数101人以上
300人以下の事業所 58 48 35 6

0

従業員数100人以
下の事業所

110 311 416 94 931

従業員数未記入
の事業所

0 0 0 0
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「一般事業主行動計画｣策定状況（全体）

「次世代育成支援対策推進法」による

行動計画を策定

「子育て応援宣言」に登録

該当しない

無回答
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「一般事業主行動計画」策定状況（町内）

「次世代育成支援対策推進

法」による行動計画を策定

「子育て応援宣言」に登録

該当しない

無回答



◇　職場におけるハラスメント防止対策について

パワーハラスメント防止措置が令和2年6月
から義務化されました。
※セクシュアルハラスメント等についても同
様
（中小企業については令和4年4月1日～）

【 防止・対策事項 】

① 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発・ハラスメントの内容や対処の内容等を、

就業規則に規定し労働者へ周知・啓発すること

② 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③ ハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応（再発防止措置を含む）

④ その他、併せて講ずべき措置 プライバシーの保護、相談者の解雇や不利益取り扱いを

しない旨の周知

【 ①～④以外の取組 】

➢ ・年次で全社員を対象に「コンプライアンス教育」を実施しています。・ハラスメントを含めコンプライアンス全般について「事例研究」や「意見交換」を部門単位で

実施しています。・コンプライアンスに対する意識の浸透度を自己点検する「コンプライアンス・セルフチェック」を実施しています。

➢ 苦情処理委員会の設置

➢ 管理職・事業所責任者向けの研修実施

➢ ・安心して働ける明るい職場にするために、社長メッセージを発出。 ・パワハラ防止ポスターを執務室内に掲示

➢ ・ハラスメント防止に関する研修の実施・ハラスメント防止に関する相談窓口の設置

➢ 定期的なハラスメント研修の実施

➢ e-learningによるハラスメント研修（対象：全社員）

➢ ハラスメントに関するWEB資料閲覧→テスト実施

➢ 防止に関する研修・講習等の実施・ハラスメントの実態把握のためのアンケート調査を実施

➢ 社内通報手段設置

➢ 毎朝 始業前ミーティングでの全員対話


